
関連資料　B－１

学校名　昭島市立　　　　　　　　　　学校富士見丘小

・言語に障害のある児童が、生活及び学習上の問題を主体的に改善するために必要な

　知識・技能、態度及びコミュニケーション能力を育てる。

・言語の障害が児童のもてる資質として受容され、二次的問題を起こさないように環境調整

　を含めた指導を行う。

・言語力、情緒など、児童の全体的な発達を適切に理解して指導する。

・一人一人の児童の学習や生活における実態を把握して、個別指導計画を作成し、

　ケース会議によりその指導内容を適宜検討する。

・在籍校との情報交換を密に行い、連携を深め、指導内容の共通理解を図る。

・保護者と個別に面談を行い、家庭の協力を得て指導内容の共通理解を図る。

・医学、心理学、教育学の最新情報を得ると共に、専門家の指導助言を求め、的確な

　教育的診断を行い、指導の効果を高める。

・構音の誤り、吃音、言語発達の遅れ、その他児童の実態に応じた指導を行い、コミュ

　ニケーション能力を育てる。

・言語発達の基礎となる情緒の安定に配慮した指導を行う。

・在籍校、関係機関との情報交換を行い、相互の指導内容の理解を深め合う。

・通級途上の安全と指導内容の共通理解を図るため、保護者による児童の付き添いを

　原則とする。

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

男 1 8 4 0 1 3 17

女 1 1 2 3 3 0 10

2 9 6 3 4 3 27

　

令和　7　年 　5　月　　日

　４　その他の配慮事項

　１　通級指導学級の教育目標

　２　教育目標を達成するための基本方針

　３　指導の重点

関 連 資 料

                    通級による指導（言語障害）

　※週１日未満の児童数・生徒数は、（　）内に内数として記入する。

（３）　児童・生徒数

　５　編　　　制

（１）　通級指導学級数　　（　　　２　　　） （２）　担当教員数　（　　　　３　　　　　）
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